
 

 
 

 

一般社団法人日本人間工学会 研究部会規程 
 

 
（総則） 
第１条 定款第４３条第４項に基づく研究部会については，本規程による． 
（設置） 
第２条 研究部会の設置は発起人として正会員５名以上の連記による申請により，理事会の議

を経て決定する． 
  ２ 申請に際しては，名称，目的，組織，活動計画概要を記した研究部会設立申請書   
    を理事会に提出する． 
（研究部会の構成，運営） 
第３条 研究部会長の責任において必要に応じ，会員以外でも当該研究部会の活動に賛同する

個人を適宜参加させることができる．但し，構成員には 20 名以上の学会員が含まれ

ることを原則とする． 
（設置期間） 
第４条 研究部会の設置期間は５年以内とする． 
（継続） 
第５条 研究部会長は，研究部会の継続を必要とする場合には，継続理由を記した継続申  
    請書を理事会に提出し，理事会の承認を得なければならない． 
（報告と研究成果発表） 
第６条 研究部会長は，会の活動報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない． 

２ 会の研究成果を会員や社会へ広く知らせるため，年度毎に成果発表（経過報告も含む）

を行わなければならない．その形態として，①本学会の全国大会または支部大会での発

表，②本学会誌への投稿*1，③本学会ホームページへの掲載*2，④本学会主催もしくは

共催のセミナー開催等，があり、設置期間内に上記形態のすべてを 1 回以上実施しな

ければならない。ただし、設置期間が 3 年以下の場合は、①～④のいずれか２つの形

態を実施すればよい。 
（予算と会計報告）   
第７条 学会は研究部会に，毎年補助費を交付する． 
  ２ 研究部会長は，決算報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない． 
（改廃） 
第８条 本規程の改廃は理事会の議決を経て行う． 
（附則） 

1  本規程は平成22年3月23日から施行する． 

2 平成29年4月28日改訂 

3 ２０２３年３月２日改訂 

 

 



 

 
 

 

＜補足＞ 
*1：「②学会誌への投稿」は論文投稿（原著論文、リサーチイシュー、総説、短報、実践報告、

技術報告、オープンデータ）です。「イベント開催報告」は含みません。 
*2：「③本学会ホームページへの掲載」の例としては、ガイドラインや提言の発行などです。 
例：ワーク・アーゴノミクス研究部会［在宅ワーク/在宅学習実施時のFAQ］ 
telecommuting_QA_20201024v1.1.pdf (ergonomics.jp)  

 

https://www.ergonomics.jp/official/wp-content/uploads/2020/11/telecommuting_QA_20201024v1.1.pdf

